
＜現行＞

＜新料金＞

単位

１００ｋｇまで

１００ｋｇを越えた場合、５０ｋｇ又は端数ごと

金額

１，０００円

５００円

１００ｋｇを越えた場合、１０ｋｇ又は端数ごと １５０円

単位 金額
１００ｋｇまで １，５００円

平成３０年４月１日から平成３０年４月１日から平成３０年４月１日から平成３０年４月１日から

ごみの処分手数料が変わりますごみの処分手数料が変わりますごみの処分手数料が変わりますごみの処分手数料が変わります

事業所・自己搬入の皆様へ

村村村村ではごみのではごみのではごみのではごみの減量化減量化減量化減量化にににに取取取取りりりり組組組組んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。

捨捨捨捨てればてればてればてれば、、、、ごみですがごみですがごみですがごみですが、、、、分別分別分別分別すればすればすればすれば資源資源資源資源としてとしてとしてとして再利用再利用再利用再利用できできできでき

るるるる物物物物もありますもありますもありますもあります。。。。ごみのごみのごみのごみの分別分別分別分別、、、、資源資源資源資源のののの循環循環循環循環にごにごにごにご協力願協力願協力願協力願いますいますいますいます。。。。

自己搬入について

大掃除や引っ越しごみ・庭木の剪定などで大量にでるごみを自分でごみ処理場

（環境管理センター）へ直接搬入することができます。

その場合には、搬入許可証を発行しますので、搬入する車の車検証の写しを持っ

て住民生活課までお越しください。

◇搬入場所：大和町吉田字根古北５０番地 ＴＥＬ：022-342-2218

受入時間：午前 ８：３０～１２：００ 午後 １３：００～１６：００まで

お問い合わせ先

住民生活課生活環境係

022-341-8512


